
日本体操協会ならびに群馬県内登録について 
 

要項をよく読んで日本体操協会ならびに県内の審判員・選手等の登録を期日内におこなってください。 
 

１ )日本体操協会への審判員・選手等の登録はすべて各都道府県体操協会を経由しておこないます。 

２ )審判員の登録申請は毎年です。 

３ )希望者全員が登録できます。 

日本体操協会が主催する競技会(例: 全日本選手権、全国小学生大会など) に出場する可能性のある選

手は登録が必要になります。したがって、小・中学生でも上記の内容に該当する場合には登録が必要

になりますのでご注意ください。 

４ )登録料は以下のとおりです。 

 

Ａ .選手登録について 

１ )小・中学生選手登録        １ ,５ ０ ０ 円／ 人 

２ )高校生選手登録          １ ,７ ０ ０ 円／ 人 

３ )社会人・大学生登録        ２ ,０ ０ ０ 円／ 人 

４ )高校分担金            ３ ,０ ０ ０ 円／ 校 

５ )民間クラブ           １ ０ ,０ ０ ０ 円／ ｸﾗﾌﾞ 

 

Ｂ .役員・指導者登録および審判員継続・新規認定申請について 

１ )役員・指導者登録申請       ２ ,５ ０ ０ 円／ 人 

２ )審判員継続申請(書き替え)      ３ ,０ ０ ０ 円／ 人 

３ )審判員新規認定申請    １種  ６ ,０ ０ ０ 円／ 人 

２種  ３ ,０ ０ ０ 円／ 人 

３種   ２ ,５ ０ ０ 円／ 人 

 

登録締め切りは毎年 ６ 月 30 日です。 

しかし、登録担当者の承認が必要なので、６ 月 29 日までにお願いします。 

お問い合わせ先 

 相馬 良太    電話 090－7922－4574  

 

お願い!!    期日を守っていただくようお願いいたします。 

［ 登録入力注意］ 

○ 新規登録の方は手帳の送付がありますので、必ず住所は入力をお願いいたします。 

○ 連絡事項がある場合がありますので、メールアドレスの入力もお願いいたします。 

メールアドレスがない場合は,連絡先として電話番号は必ず入力してください。 


